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業
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水
道
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条
例
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を
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す
る
条
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立
学
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条
例
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部
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改
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す
る
条
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育
課
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一

〇
環
境
審
議
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例
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部
を
改
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す
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課
）　
　

二

〇
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
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続
に
資
す
る
環
境
の
整
備�

を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴�

う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例�
（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　
　

二

〇
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例�
（
障
害
福
祉
課
）　
　

三

〇
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
条
例�

（
河　

川　

課
）　
　

四

条

例

　

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
六
号

　
　
　

�

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
大
崎
広
域
水
道
の
項
中
「
四
九
六
円
」
を
「
四
八
五
円
」
に
、「
九
一
円
」
を
「
八
九
円
」
に
改
め
、
同

表
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
の
項
中
「
八
一
七
円
」
を
「
七
九
九
円
」
に
、「
四
二
円
」
を
「
四
一
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
仙
塩
流
域
下
水
道
の
項
中
「
三
九
・
八
円
」
を
「
四
四
・
八
円
」
に
改
め
、
同
表
阿
武
隈
川
下
流
流
域
下

水
道
の
項
中
「
四
八
・
五
円
」
を
「
五
七
・
三
円
」
に
改
め
、
同
表
鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
の
項
中
「
八
一
・
一
円
」
を

「
九
二
・
三
円
」
に
改
め
、
同
表
吉
田
川
流
域
下
水
道
の
項
中
「
四
七
・
八
円
」
を
「
五
八
・
六
円
」
に
改
め
、
同
表

北
上
川
下
流
流
域
下
水
道
の
項
中
「
八
〇
・
三
円
」
を
「
九
一
・
二
円
」
に
改
め
、
同
表
北
上
川
下
流
東
部
流
域
下
水

道
の
項
中
「
一
二
五
・
八
円
」
を
「
一
四
七
・
七
円
」
に
改
め
、
同
表
迫
川
流
域
下
水
道
の
項
中
「
一
三
二
・
七
円
」

を
「
一
四
七
・
三
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
条
例
中
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
の
改
正

規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
水
道
用
水
供
給
事
業
の
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
の
う
ち
使
用
料
金
の
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
七
号

　
　
　

�

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
百
七
十
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
七
十
二　

削
除

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
八
号

　
　
　

�

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
表
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校

同

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

環
境
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号

　
　
　

�

環
境
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

環
境
審
議
会
条
例
（
平
成
六
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
部
会
）

第�

七
条　

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

審
議
会
に
、
部
会
の
所
掌
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
以
下
「
所
掌
事
項
」
と
い
う
。）
の
調
査
審
議
に
資
す
る
た
め
、

部
会
委
員
を
置
く
。

３�　

部
会
委
員
は
、
所
掌
事
項
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

４�　

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
部
会
委
員
は
、
十
五
人
以
内
と
し
、
会
長
が
指
名
す
る
。

５�　

第
三
条
の
規
定
は
部
会
委
員
に
つ
い
て
、
前
二
条
の
規
定
は
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６�　

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２�　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

別
表
宮
城
県
環
境
審
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
の
項
中
「
及
び
専
門
委
員
」
を
「
、
専
門
委
員
及
び
部
会
委
員
」

に
改
め
る
。

�

　

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
号

　
　
　

�

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

　

（
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

　

�　

第
五
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
承
継
の
届
出
）

　

第�

五
条　

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
に
よ
る
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

一�　

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　

二�　

事
業
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　

三　

事
業
を
譲
り
受
け
た
年
月
日

　
　

四　

食
鳥
処
理
場
の
名
称
及
び
所
在
地

　

２　

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

一　

事
業
の
譲
渡
を
証
す
る
書
類
の
写
し

　
　

二�　

当
該
事
業
を
譲
り
受
け
た
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
が
法
第
五
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
記
載
し
た
書
類

　
　

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　

（
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
中
「
及
び
法
第
三
条
の
三
第
三
項
」
を
「
、
法
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
法
第
三
条

の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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�　

第
八
条
中
「
第
五
条
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　
�　

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
法
第
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
法
第
三
条
の
三
第
一
項
又
は
法
第
三
条
の
四

第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

�　

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　

（
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

興
行
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
同
項
第
六
号
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　

�　

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

�　

第
十
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
承
継
の
届
出
）

　

第�

十
条　

法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

一�　

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　

二�　

興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　

三　

興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
年
月
日

　
　

四　

興
行
場
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

五　

営
業
の
許
可
の
年
月
日
及
び
番
号

　

２　

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

一　

興
行
場
営
業
の
譲
渡
を
証
す
る
も
の
の
写
し

　
　

二　

法
人
に
お
い
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

　
　

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
又
は
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の

旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行

す
る
。

�

　

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号

　
　
　

�

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
平
成
六
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
二
十
二
号
中
「
十
歳
」
を
「
七
歳
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
又
は
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の

旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
六
条
の
改
正
規
定
は
令
和
六
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
二
号

　
　
　

�

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

関
す
る
条
例

　

（
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

�　

第
六
条
第
一
号
中
「
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
う
ち

内
閣
府
令
」
に
、「
生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
主

務
省
令
」
に
、「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

　

（
在
宅
心
身
障
害
者
保
養
施
設
条
例
の
一
部
改
正
）

第�
二
条　

在
宅
心
身
障
害
者
保
養
施
設
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

�　

第
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に

改
め
る
。

　

（
障
害
者
支
援
施
設
等
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

障
害
者
支
援
施
設
等
条
例
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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�　

第
五
条
第
一
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
三
号

　
　
　

�

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
条
例

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
、

保
全
調
整
池
及
び
貯
留
機
能
保
全
区
域
に
設
置
す
る
標
識
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第�

二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

（
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標
識
の
設
置
）

第�

三
条　

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
名
称

　

二　

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証
番
号

　

三　

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
容
量
（
容
量
の
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
規
模
）
及
び
構
造
の
概
要

　

四�　

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
知
事
の
許
可
を

要
す
る
旨

　

五　

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先

　

六　

標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先

２�　

前
項
の
標
識
は
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
居
住
し
、
又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所
に
設

け
る
も
の
と
す
る
。

　

（
保
全
調
整
池
の
標
識
の
設
置
）

第�

四
条　

保
全
調
整
池
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

保
全
調
整
池
の
名
称
及
び
指
定
番
号

　

二　

保
全
調
整
池
の
容
量
及
び
構
造
の
概
要

　

三�　

保
全
調
整
池
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨

　

四　

保
全
調
整
池
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先

　

五　

標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先

２�　

前
項
の
標
識
は
、
保
全
調
整
池
の
周
辺
に
お
い
て
居
住
し
、
又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所
に
設
け
る
も

の
と
す
る
。

　

（
貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
の
設
置
）

第�

五
条　

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
名
称
及
び
指
定
番
号

　

二　

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
位
置

　

三　

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先

　

四　

標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先

２�　

前
項
の
標
識
は
、
貯
留
機
能
保
全
区
域
の
周
辺
に
お
い
て
居
住
し
、
又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所
に
設

け
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第�

六
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


